
国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 臨床工学技士（常勤）募集要項 

 

【応募要項】 

１ 募集人員  ・臨床工学技士（常勤） 1 名 

２ 採用時期  ・令和８年４月１日（既卒の勤務開始日は応相談） 

３ 応募資格  ・①令和８年３月に臨床工学技士養成校を卒業見込で、臨床工学技士免許取得見込の者 

・②臨床工学技士免許を取得後、病院または診療所で 3 年以上の業務経験があるもの 

４ 業務内容  ・生命維持管理装置の操作及び保守管理にかかわる職務全般 

手術室（人工心肺・清潔野介助）、血液浄化療法室、集中治療室、血管造影室、機器管理室など 

        ・休日出勤、当直業務あり（合計月 4～5回程度） 自宅待機当番での呼び出しあり 

５ 提出書類  ・応募資格①②共通：履歴書（写真添付）※市販のもの可。学歴は高等学校卒業から記載すること。 

※PC から連絡可能なメールアドレスを記載すること。 

履歴書とは別に志望動機（A4 用紙、１枚程度、書式自由、Word 使用可） 

・応募資格①：卒業見込証明書，成績証明書 

・応募資格②：職務経歴書（書式自由），臨床工学技士免許証の写し 

６ 提出期限  ・令和 8年 3 月 2日（月）必着 

７ 提 出 先  ・問い合わせ先に同じ 

８ その他    ・提出期限後、対象者へ選考結果をお送りいたします。 

・不採用者の提出書類は当センターで責任を持って処分いたします。 

 

【選考試験】 

１ 選考日時  ・令和 8年 3 月 9日（月）９：００～１１：00 予定 

２ 場   所   ・国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター（新宿区戸山１－２１－１）  

３ 選考方法  ・1 次選考：書類審査 ・２次選考：筆記試験及び面接 

４ 合格発表  ・各選考後原則１０日以内（採用・不採用は郵送又はメールにて通知いたします。） 

５ その他    ・以下の事情が発生した場合には、採用通知後でも採用を取り消します。 

          イ）令和 8年４月１日または、令和８年度中に着任できない事情が発生した場合 

          ロ）諸事情により臨床工学技士の資格の取得に至らなかったまたは、失効した場合 

 

【処遇等】 

１ 身  分  ・常勤職員 

２ 処  遇  ・給 与：職員給与規程による 

           基本月額給+地域手当：短大３卒１年目の場合 264,600円～ 大学４卒１年目の場合 269,880 円～ 

           他主要手当：賞与（4.65 ヶ月分）、通勤手当(上限あり)、住居手当等、定期昇給：あり 

         ・休 暇：職員就業規則による（年次有給休暇、リフレッシュ休暇等） 

※その他処遇については職員就業規則及び職員給与規程による 

３ 転勤配属 ・採用時は、戸山キャンパス（新宿区戸山）に勤務。採用後、国府台医療センターへの転勤の可能性あり 

 

【施設見学】 ・見学可能 申し込み先 臨床工学室（担当：深谷） 内線（5483）  

メールアドレス：fukaya.t@jihs.go.jp 

施設見学は、公示から 2 月 27 日（金）の期間内で、１６時から１７時までです。 

希望日を上記メールアドレスまでお伝えください。 

ただし、中途採用希望者に関しては見学時間の調整をしますので、 

具体的な希望日時を上記メールアドレス宛にてご相談ください。 

 

【試験の問合せ・書類の提出先】 

         国立健康危機管理研究機構 事務総局 総務部 人事課 人事係 

         〒162-8655 東京都新宿区戸山１－２１－１ 

TEL 03-3202-7181（代表） 内線 2026 mail adress：jinji_center@jihs.go.jp 

※封筒に朱書きで「臨床工学技士（常勤）応募」と記載すること。 
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